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掲
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す
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山
口
県
監
査
委
員
事
務
局
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組
織
等
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関
す
る
規
程
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一
部
を
改
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る
規
程
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人
事
委
員
会

等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
人

事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
イ

行
政
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
六
級
の
項
中

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長
の
職
務
」
を
「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
次
長
の
職
務

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
部
長
の
職
務
」
に
、

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
業
技
術
部
花
き
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の

職
務

」
を

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
林
業
技
術
部
柑
き
つ
振
興
セ
ン
タ
ー
所

長
の
職
務

「
室
長
の
職
務

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
林
業
技
術
部
花
き
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長

に
、

主
幹
の
職
務
」
を

の
職
務

」

「
室
長
の
職
務

調
整
監
の
職
務

に
、
「
特
別
支
援
教
育
推
進
室
長
の
職
務
」
を

主
幹
の
職
務

」

「
特
別
支
援
教
育
推
進
室
長
の
職
務

「
監
査
監
の
職
務

教
育
情
報
化
推
進
室
次
長
の
職
務
」
に
、
「
監
査
監
の
職
務
」
を

調
整
監
の
職
務
」
に
改
め
、
同

表
七
級
の
項
中
「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
部
長
の
職
務
」
の
下
に
「
（
特
に
認
め
る
も
の
）
」
を
加

え
る
。

別
表
の
ロ

公
安
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
五
級
の
項
中
「
情
報
・
手
口
分
析
官
の
職
務
」
を

削
り
、
同
表
七
級
の
項
中
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
官
の
職
務
」
及
び
「
情
報
・
手
口
分
析
官
の
職
務
」

を
削
る
。

別
表
の
ハ

研
究
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
三
級
の
項
中
「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
林
業
技

術
部
林
業
研
究
室
長
の
職
務
」
を
削
り
、
同
表
四
級
の
項
中

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
業
技
術
部
柑
き
つ
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長

の
職
務

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
室
長
の
職
務
（
林
業
技
術
部
林
業
研
究
室

長
の
職
務
を
除
く
。
）

を

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
林
業
技
術
部
林
業
研
究
室
長
の
職
務
（
特

に
認
め
る
も
の
）

」

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
室
長
の
職
務
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会
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山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
長
」
を

「
本
庁
部
次
長
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

デ
ジ
タ
ル
推
進
局
長

」
に
改
め
、
「
本
庁
部
次
長
」
の
下
に

「
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
、
「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
部
長
」
の
下
に

「
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
部
長
」
を

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
部
長
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

の
を
除
く
。
）

に
、

水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
部
長

」

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
企
画
情
報
室
長

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
業
技
術
部
室
長

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
業
技
術
部
柑
き
つ
振
興
セ
ン

タ
ー
所
長

を

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
業
技
術
部
花
き
振
興
セ
ン
タ
ー

所
長

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
業
担
い
手
支
援
部
就
農
・
技
術

支
援
室
長

」

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
室
長
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

の
を
除
く
。
）

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
林
業
技
術
部
柑
き
つ
振
興
セ
ン

に
、

タ
ー
所
長

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
林
業
技
術
部
花
き
振
興
セ
ン

タ
ー
所
長

」

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
経
営
高
度
化
研
究
室
長

を

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
技
術
部
室
長

」

「
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
室
長
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）

」
に
改
め
、
同
表
議
会
の
事
務
部
局
の

項
中
「
課
長
」
を
「
課
長

秘
書
室
長
」
に
、
「
秘
書
室
長
」
を
「
調
整
監
」
に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の

事
務
部
局
の
項
中
「
特
別
支
援
教
育
推
進
室
長
」
を
「
特
別
支
援
教
育
推
進
室
長

教
育
情
報
化
推
進
室
次
長
」
に
改
め
、
同
表
監

査
委
員
の
事
務
部
局
の
項
中
「
監
査
監
」
を
「
監
査
監

調
整
監
」
に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
の
項
中
「
サ
イ

バ
ー
犯
罪
対
策
官
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
つ
く
ば
市
」
を
「
つ
く
ば
市

豊
田
市

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
公
安
職
給
料
表
の
項
中
「
情
報
・
手
口
分
析
官
」
を
削
り
、
同
表
研
究
職
給
料
表
の
項
中
「
農

林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
林
業
技
術
部
林
業
研
究
室
長
」
を
削
る
。

附

則

二
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こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
議
会
事
務
局
の
項
中
「
審
議
監

課
長

主
幹

課
長
補
佐
」
を
「
課
長

調
整
監

主
幹
」

に
改
め
、
同
表
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
局
長

理
事
」
を
「
局
長

理
事
（
公
立
大
学
法
人
山
口

県
立
大
学
に
派
遣
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
、
「
産
業
戦
略
部
の
総
務
調
整
班
長
」
を
「
や
ま
ぐ

ち
未
来
の
ま
ち
開
発
室
の
室
長
及
び
室
次
長
」
に
、
「
人
権
対
策
室
の
室
長
及
び
室
次
長
」
を
「
人
権

対
策
室
の
室
長
及
び
室
次
長

産
業
脱
炭
素
化
推
進
室
の
室
長
及
び
室
次
長
」
に
改
め
、
「
県
史
編
さ

ん
室
の
室
長
及
び
室
次
長

せ
と
、
」
を
削
り
、
「
せ
き
し
よ
う
の
船
長
」
を
「
せ
き
し
よ
う
の
船
長

山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
交
流
拠
点
化
推
進
室
の
室
長
及
び
室
次
長
」
に
改
め
、
「
か
い
せ
い
」
の

下
に
「
及
び
す
お
う
」
を
加
え
、
同
表
教
育
委
員
会
の
事
務
局
等
の
項
中
「
室
次
長
」
を
「
室
次
長

教
育
情
報
化
推
進
室
の
室
次
長
」
に
改
め
、
同
表
監
査
委
員
事
務
局
の
項
中
「
主
幹
（
事
務
局
の
事
務

を
総
括
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
調
整
監
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監

査

委

員

山
口
県
監
査
委
員
規
程
第
二
号

山
口
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
監
査
委
員

山
口
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
口
県
監
査
委
員
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
監
査
委
員
規
程
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
監
査
監
」
の
下
に
「
、
調
整
監
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚕

調
整
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
調
整
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

山 口 県 報令和５年３月31日 金曜日 （号 外−17）

三

山 口 県 報令和５年３月31日 金曜日 （号 外−17）



令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


